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○ はじめに 

 神奈川県の公立高等学校入学者選抜は、すべての課程で「共通選抜」を実施し、原則として学力

検査が共通の検査となります。また、夜間の定時制と通信制では、別日程で「定通分割選抜」も実

施します。 

 「海外帰国生徒特別募集」は、「共通選抜」と同日程で実施します。詳細は、別に配付する「令和

７年度神奈川県公立高等学校入学者選抜 募集案内」及び「令和７年度神奈川県公立高等学校入学

者選抜 志願のてびき」（11月末の県外・海外・私立等からの志願者説明会で配付）を参照してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 共通選抜 特別募集 

募集校 全校 各特別募集実施校 

募集期間 

インターネット出願 

【志願情報申請期間】 

１月 23日(木)～29日(水) 

【中学校長承認期間】 

１月 23日(木)～30日(木)  

インターネット出願 

【志願情報申請期間】 

１月 23日(木)～29日(水) 

【中学校長承認期間】 

１月 23日(木)～30日(木) 
 

 

 

 

志願変更 

の期間 

【志願変更情報申請期間】２月４日(火)～６日(木) 

【中 学 校 長 承 認 期 間】２月４日(火)～７日(金) 

検査内容 

・日程 

◆学力検査等 ２月 14日(金) 

◆特色検査  ２月 14日(金)、17日(月)、 

              18日(火) 

☆特色検査(自己表現検査、実技検査、面

接)実施の有無については、募集案内を

確認してください。 

※追検査 ２月 20日(木) 

＜海外帰国生徒特別募集＞ 

◆学力検査・作文・面接 ２月 14日(金) 

 

＜在県外国人等特別募集＞ 

◆学力検査・面接 ２月 14日(金) 

 

※追検査 ２月 20日(木) 

合格発表 令和７年２月 28日(金) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外帰国生徒特別募集は 
海外に長期滞在をして帰国または帰国予定の人を対象としています。 

令和７年度公立高等学校（全日制）入学者選抜に関する志願の概要 

令和６年 11月 30日(土) 県外・海外・私立等からの志願者説明会(予約不要、任意参加) 

志願資格承認申請(全員)及び学区確認申請(該当者のみ) 

令和６年 11月 30日(土)及び 12月２日(月)～令和７年１月 15日(水) 
※土、日、休日及び 12月 29日(日)～１月３日(金)を除く。 

【特別募集の志願資格確認期間】志願予定先の高校窓口 

令和７年１月６日(月)～15日(水) 

※土、日、休日及び学校閉庁日を除く。 

・ 全日制の課程の志願資格を満たしている人 

・ 原則として、保護者の勤務等の関係で、継続し

て２年以上外国に在住して帰国した日が令和４

(2022)年４月１日以降の人(県立神奈川総合高等

学校の後期募集の場合は、令和４(2022)年 10 月

１日以降に帰国した人) 
 

 以上の条件をすべて満たす人 

志願資格 

【県立(全日制)】 

・神奈川総合高等学校 単位制普通科国際文化ｺｰｽ 

・横浜国際高等学校  単位制国際科(国際ﾊﾞｶﾛﾚｱｺｰｽを除く。) 

           単位制国際科国際ﾊﾞｶﾛﾚｱｺｰｽ 

・新城高等学校    普通科 

・西湘高等学校    普通科 

・鶴嶺高等学校    普通科 

・相模原弥栄高等学校 単位制普通科 

・伊志田高等学校   普通科 

【市立(全日制)】 

・横浜市立東高等学校 単位制普通科 

実施校 

外国語(英語)、国語、数学、作文及び面接 

※横浜国際高等学校国際科国際ﾊﾞｶﾛﾚｱｺｰｽにおいて

は、特色検査(自己表現検査)を２月 17 日(月)に実

施します。 

検査の内容 

調査書と実施した検査の結果を基に総合的に選考します。 

選考の方法 
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Ⅰ 神奈川県公立高等学校の入学について 
 

１ 帰国後の高等学校への入学について 
 

○ 海外の中学校等から高等学校に入学するための条件 
 

ア 外国において学校教育における９年の課程を修了または令和７(2025)年３月31日までに修了す

る見込みがあること 

イ 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課

程を修了、または令和７(2025)年３月31日までに修了する見込みがあること 

 （アまたはイのどちらかを満たしている必要があります。） 
 

 日本人学校は日本の中学校と同じ３月卒業（修了）となりますが、海外の現地校では６月修了となっ

ていることが多いので、６月修了の現地校に在学（９年生または 10年生）中で日本における学齢が中学

校３年生に相当する人（対象者：平成 21(2009)年４月２日～平成 22(2010)年４月１日生まれの人（学齢

が中学校３年生））が帰国する場合の例で説明します。 
 

例①  ９年生在学中の人（平成 21(2009)年９月以降生まれ）は、現在の学年が令和７(2025)年６月に修

了するはずですから、３月に帰国した場合は入学者選抜に志願することはできません。６月にその

学年を修了してから帰国すれば、高等学校１年生に編入学できる可能性があります｡ （編入学に

ついては､６・７ページに掲載） 

 

例②  10年生在学中の人（平成 21(2009)年４月～８月生まれ）は、９年生を令和６(2024)年６月に修了

しているので、令和７(2025)年４月１日までに神奈川県内への転居予定があれば、受検することが

できます。 

 

※ どちらの学年であっても、学年途中で退学し帰国する人は、日本の中学校に就学する義務がありますので、速

やかに日本の中学校に編入学してください。手続が間に合えば、入学者選抜に志願できます。（１月以降に帰国し

た場合、志願に間に合わないことがあります。）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

注  この時期に帰国した場合、日本の中学校への就学義務はありませんが、学校教育の９年間の課程が修了して

いないので、高校への入学資格はありません。９年生を終えてから帰国する、または、中学校卒業程度認定試験

（出願期間は例年７月から８月：文部科学省）に合格して高等学校への志願資格を得る必要があります。 

 

 

 

入学者選抜日程 

日 本 

海 外 

   令和６(2024)年            令和７(2025)年 

令和６(2024)年４月    ７月           12月   １月  ２月  ３月 ４月   ７月 

９年生を修了し、この

時期に帰国した場合、

公立高校の編入学募

集に志願できます。 

この期間は、中学校に就学する義務があります。 

この時期に帰国した場合、日本の中学校に編入学しなければ、 

公立高校に志願できません。 

 

この時期に帰国した場合、公立高

校の編入学募集に志願できます。 

注 平
成2

1
(2
009

)

年 

９
月
以
降
生 

平
成2

1
(2
009

)

年 

４
月
～
８
月
生 

現地校８年生 現地校９年生 現地校 10 年生 

現地校９年生 現地校 10年生 現地校 11年生 

中学校３年生 高校１年生 

この期間は、中学校に就学する義務があります。 

この時期に帰国した場合、日本の中学校に編入学しなければ、

公立高校に志願できません。 
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２ 神奈川県公立高等学校の志願のための手続について 
 

(1) 神奈川県公立高等学校（全日制）に志願するためには 
 

  次の条件を満たす必要があります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※ 本人のみが帰国し、親戚等の家から通学するなどの場合は、全日制の課程の志願資格は認められません。 

定時制・通信制の課程は志願できます。 

 

志願資格承認申請手続について 
 

海外から帰国するみなさんは、現在、神奈川県内にお住まいではありませんので、令和７(2025)年

４月１日までに保護者とともに神奈川県内への転居予定であることを証明の上、事前に志願資格の承

認を申請し、神奈川県教育委員会教育長の志願資格の承認を受ける必要があります。 

なお、転居先の住所が確定していない場合には申請できません。 
 

ア 申請期間および場所 

○申請期間：令和６(2024)年 11 月 30日(土) ※県外・海外・私立等からの志願者説明会内 

令和６(2024)年 12 月２日(月)～令和７(2025)年１月 15日(水)[午前９時～正午・午後１時～午後４時］ 

 ※ただし、土曜日、日曜日、休日および令和６(2024)年 12月 29日(日)～令和７(2025)年１月３日(金)を除きます。 

○申請場所 神奈川県教育委員会高校教育課 （所在地および地図は５ページ参照） 

※ 郵送による書類提出は受け付けません。 
 

イ 提出または提示する書類 

 (ｱ) 志願資格承認申請書（第 15号様式） [提出] 

   ・  日本人学校の場合は、「中学校長意見及び副申欄」に記入と公印が必要になります。 

   ・  海外の現地中学校の出身者で、中学校長の証明の記入や押印ができない場合は、卒業（見込）を証

明するもの（中学校の卒業証明書など）の原本を提示してください。 
 

 (ｲ) 転居予定先の住所を確認できる次の a～eのいずれかの書類 [提示] 

※ 住民票での確認は行いません。 

a 家屋の登記簿謄本または登記事項証明書（いずれも発行後、６か月以内のもの） 

     b 建築確認通知書、建築計画確認書、入居決定通知書、売買契約書のいずれか（転居先の建物が建築中

の場合等） 

    c 公団住宅、公舎、社宅へ入居する場合は、その管理者の証明書 

     d 家主との契約書（契約予定を含む。） 

    e その他、転居予定の事実を証明できるもの 

    (提示いただいた書類は、内容を確認後、その場でお返しします。) 

 

(ｳ) 念書 （第 19 号様式【県志願資格用】） [提出] 

  志願先の高等学校長から入学の許可があっても、転居を取りやめるときは、入学を辞退する旨のもの 
 

平成22(2010)年４月１日以前に出生した者で、次の(1)から(7)までのいずれかに該当する者であって、 

かつ、本人及び保護者（親権者又は未成年後見人をいう。）の住所が神奈川県内にあること。 

(1) 中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程（以

下「中学校等」という｡）を卒業又は修了した者（ただし、国公私立高等学校、中等教育学校

の後期課程及び高等専門学校（以下「高等学校等」という。）に在籍している者を除く。） 

(2) 中学校等を令和７(2025)年３月 31 日までに卒業する見込み又は修了する見込みの者 

(3) 外国において、学校教育における９年の課程を修了した者又は令和７(2025)年３月 31 日

までに修了する見込みの者 

(4) 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当

該課程を修了した者又は令和７(2025)年３月 31日までに修了する見込みの者 

(5) 中学校を卒業した者と同等以上の学力を有する者として文部科学大臣が指定した者 

(6) 就学義務猶予・免除者等に対する中学校卒業程度認定試験により認定証書が授与された者 

(7) 中学校を卒業した者と同等以上の学力を有する者として高等学校の校長が認めた者 
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(ｴ) 同居同意書（第 20 号様式【県志願資格用】）〔下記に該当する方のみ〕 [提出] 

(ｲ)の書類の所有者名義または賃借人名義が志願者の保護者でない場合、名義人が志願者および保護者と

同居することについて同意している旨記載するもの 
 

ウ 承認 

 申請の事由が適当であると認めた志願者に対して、神奈川県教育委員会がインターネット出願シ

ステムに「承認情報の登録」をします。 
 

 ※ 二次募集および定通分割選抜を受検する場合、志願資格承認書（第 17 号様式）を受領してください。

詳細は、神奈川県教育委員会ホームページをご確認ください。 

 

(2) 横浜市立および川崎市立の高等学校で、それぞれの市内を学区とする学校に志願するためには 
 

それぞれの市内を学区とする高等学校は次のとおりです。下記の学校（特別募集を除く。）におい
ては、それぞれ入学できる人数を制限する枠は設けられていますが、学区外から志願することもで
きます。 

 

  ○横浜市立の高等学校 

・  全日制の課程の普通科および単位制普通科（ただし、戸塚高等学校の普通科音楽コースを除

く。） 

・  全日制および定時制の課程の総合学科 

○川崎市立の高等学校 

・  全日制および定時制の課程の普通科 

  

学区確認申請手続について 
 

転居予定先が横浜市または川崎市である方が上記の高等学校を志願する場合には、それぞれの市教

育委員会教育長の学区確認が必要です。 
 

ア 申請期間および場所  

（定時制の課程の手続は、横浜市教育委員会または川崎市教育委員会にお問い合わせください。） 

○申請期間 前記（１）の 志願資格承認申請手続について を参照してください。 

○申請場所 横浜市立の高等学校…横浜市教育委員会 

川崎市立の高等学校…川崎市教育委員会 （所在地および地図は５ページ参照） 

  ※ 郵送による書類提出は受け付けません。 

 

イ 提出する書類 

 (ｱ) 市立高等学校（全日制の課程）に係る学区確認申請書（第 22号様式の１） 

    日本人学校の場合は、「中学校長の記入欄」に、申請書の記載内容を証明してもらう必要があります。 

    海外の現地中学校の出身者で、中学校長の証明の記入や押印ができない場合は、卒業（見込）を証明す

るもの（中学校の卒業証明書など）の原本を提示してください。 

 (ｲ) 転居先の住所を確認できる書類  

前記（１）志願資格承認申請手続について（２ページ）と同じ。 

(ｳ) 念書 （第 23 号様式【市学区確認用】） 
   

(ｴ) 同居同意書（第 24 号様式【市学区確認用】）〔下記に該当する方のみ〕 

(ｲ)の書類の所有者名義若しくは賃借人名義が志願者本人または保護者でない場合 
 

ウ 通知 

  申請の事由が適当であると認めた志願者に対して、各市教育委員会がインターネット出願システ

ムに「学区確認結果の登録」をします。 
 

 ※（川崎市立の高等学校のみ）定通分割選抜を受検する場合、学区確認通知書（第 25 号様式の２）を受領

してください。詳細は、川崎市教育委員会にお問い合わせください。 
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(3) 志願手続の流れ ※詳細は 10月下旬頃、神奈川県教育委員会ホームページに掲載します。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ ＳＴＥＰ１より前にＳＴＥＰ２－１、ＳＴＥＰ２－２の手続は可能ですが、ＳＴＥＰ１が完了し

ていないと、「承認情報の登録」および「学区確認結果の登録」ができません。 

一般募集に志願する場合 海外帰国生徒特別募集に志願する場合 

中学校または県教委が発行した二次元コード

から出願サイトにアクセスし、 

志願者登録（アカウントの作成） 

をします。 
 💻 

志願予定先の海外帰国生徒特別募集実施校 

にて特別募集志願資格の確認 

（本人および保護者のパスポート等を提示） 

・出願サイトから志願先高等学校の入力 

・受検料の支払（クレジットカード、コンビニ払い、ペイジーが使えます。）  💻 

神奈川県教育委員会による「承認情報の登録」 

※ ＳＴＥＰ２－２該当者は、横浜市または川崎市教育委員会による「学区確認結果の登録」も

別途あります。 

海外現地校等在籍（卒業） 日本人学校在籍（卒業） 

中学校から県教委に依頼し、 

中学校アカウントを作成する。 

（中学校を通じて手続します。） 

ＳＴＥＰ１＊ 

志願資格承認申請（神奈川県教育委員会） 

ＳＴＥＰ２－１ 

（該当者のみ） 

学区確認申請（横浜市教育委員会または川崎

市教育委員会） 

ＳＴＥＰ２－２ 

県教委が事前に作成する 

海外現地校等専用中学校アカウント 

を通じて志願手続します。 

ＳＴＥＰ３（１月６日～１月 15 日） 

ＳＴＥＰ４（１月 23日～１月 29日） 

（該当者のみ） 

必要書類（申請書、面接シート等）を志願先 

高等学校へ提出 

※ 郵送の場合は書留等を利用（期間内必着） 

ＳＴＥＰ５（２月４日～２月 12 日） 

日本人学校在籍（卒業）者は、中学校より調査
書が発行されます。調査書と必要書類を併せて
志願先高等学校へ提出してください。 

出願サイトから印刷した受検票を持って受検 

ＳＴＥＰ６（２月 14日～２月 18日） 

合格発表（出願サイト上で実施） 

入学料の支払（クレジットカード、コンビニ払い、ペイジーが使えます。） 

ＳＴＥＰ７（２月 28日） 

 💻 




